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定款の一部変更に関するお知らせ 
 

当社は、平成２０年２月１４日開催の取締役会において、平成２０年３月２８日開催予定の第

１４９回定時株主総会に「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記の

とおりお知らせいたします。 
記 

１．定款変更の目的 
現行定款第１６条は、新株予約権の無償割当てに関する事項についての決議機関を定めてお

りますが、買収防衛策としての新株予約権の無償割当てに関する裁判所の一連の決定及び近時

の買収防衛策をめぐる議論の状況を踏まえ、買収防衛策に関する事項について、株主総会の承

認決議を経ることを明確にするものであります。 

なお、本件についての詳細は、本日別途公表いたしました「当社株券等の大量買付行為への

対応策（買収防衛策）の改定について」をご参照ください。 

 
２．変更の内容 

                           （下線部は変更部分を示します。） 
現 行 定 款 変 更 案 

第 1 条～第 15 条 （条文省略） 第１条～第 15 条 （現行どおり） 
  
（新株予約権無償割当ての決定機関） （買収防衛策） 
第 16 条 新株予約権無償割当てに関する

事項については、取締役会の決議によるほ

か、株主総会の決議、または株主総会の決

議による委任に基づく取締役会の決議によ

り決定する。 

第 16 条 当会社は、株主総会の決議により、

当会社の企業価値及び会社の利益ひいては株

主共同の利益の確保および向上のため、当会

社株式の大量買付行為への対応策（買収防衛

策）の導入、継続、変更または廃止を決定す

ることができる。当会社は、当該対応策に基

づく対抗措置として、株主総会の決議または

取締役会の決議により、新株予約権者のうち

一定のものに対する差別的行使条件および取

得条項を付した新株予約権の無償割当てまた

は会社法その他の法律および本定款上認めら

れるその他の措置を行うことができる。 
  
第 17 条～第 46 条 （条文省略） 第 17 条～第 46 条 （現行どおり） 

    
 
３．日程 
  定款変更のための株主総会開催日  平成２０年３月２８日 
  定款変更の効力発生日       平成２０年３月２８日 

   以上 


